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かごしま歯と口腔の健康づくり県民条例

平成26年12月５日

鹿児島県条例第58号

（目的）

第１条 この条例は，歯と口腔の健康が，県民の健康で質の高い生活の確保並びに生活習慣病
くう

の予防等全身の健康の保持及び増進に重要な役割を果たしていることに鑑み，歯と口腔の健

康づくりの推進に関し，基本理念を定め，県の責務及び県民等の役割を明らかにするととも

に，施策の基本となる事項を定めることにより，歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合

的かつ計画的に推進し，もって県民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目

的とする。

（定義）

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。

歯と口腔の健康づくり 歯科疾患の予防等により歯と口腔の健康を保持し，若しくは増

進し，又はそれらの機能を維持し，若しくは向上させることをいう。

歯科医師等 歯科医師，歯科衛生士，歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に

係る業務に従事する者をいう。

保健医療等関係者 保健，医療，社会福祉，労働衛生，教育その他の歯と口腔の健康づ

くりに関連する分野に係る業務に従事する者（歯科医師等を除く。）をいう。

歯科口腔保健サービス等 歯科口腔保健サービス（歯科検診，歯科保健指導等をい

う。）及び歯科医療をいう。

子ども おおむね18歳以下の者をいう。

（基本理念）

第３条 歯と口腔の健康づくりに関する施策は，次に掲げる事項を基本理念として行われなけ

ればならない。

県民一人一人が自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進すること。

県内の全ての地域において，全ての県民が，乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期

において，必要な歯科口腔保健サービス等を受けることができる環境の整備を推進するこ

と。

保健，医療，社会福祉，労働衛生，教育その他の関連する分野の施策との連携を図りつ

つ，総合的かつ計画的に推進すること。

（県の責務）

第４条 県は，前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり，歯と口腔の

健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に策定し，及び実施する責務を有する。
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（県民の役割）

第５条 県民は，基本理念にのっとり，歯と口腔の健康づくりについての理解を深めるととも

に，自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。

２ 保護者（親権を行う者，未成年後見人その他の者で，子どもを現に監護するものをい

う。）は，子どもの歯科疾患の予防，適切な食習慣の定着その他の歯と口腔の健康づくりに

取り組むよう努めるものとする。

（歯科医師等の役割）

第６条 歯科医師等は，基本理念にのっとり，県及び市町村が実施する歯と口腔の健康づくり

に関する施策に協力するとともに，保健医療等関係者との連携を図りながら，良質かつ適切

な歯科口腔保健サービス等を提供するよう努めるものとする。

（保健医療等関係者の役割）

第７条 保健医療等関係者は，基本理念にのっとり，歯科医師等との連携及び相互の連携を図

りながら，それぞれの業務において，県民が歯科口腔保健サービス等を受ける機会を確保す

るなど，歯と口腔の健康づくりの推進に努めるものとする。

（事業者及び医療保険者の役割）

第８条 事業者は，基本理念にのっとり，事業所で雇用する従業員について，歯科口腔保健サ

ービス等を受ける機会を確保するなど，歯と口腔の健康づくりに関する取組を促進するよう

努めるものとする。

２ 医療保険者（介護保険法（平成９年法律第123号）第７条第７項に規定する医療保険者及

び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第48条に規定する後期高齢者医

療広域連合をいう。）は，基本理念にのっとり，被保険者について，歯科口腔保健サービス

等を受ける機会を確保するなど，歯と口腔の健康づくりに関する取組を促進するよう努める

ものとする。

（市町村に対する支援）

第９条 県は，歯と口腔の健康づくりの推進における市町村の役割の重要性に鑑み，市町村が

施策を策定し，又は実施しようとするときは，情報の提供，技術的な助言その他必要な支援

を行うものとする。

（基本的施策の推進）

第10条 県は，歯と口腔の健康づくりを推進するため，基本的施策として次に掲げる施策を講

ずるものとする。

歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び提供並びに知識の普及啓発に関すること。

県民が定期的に歯科検診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けることの促

進に関すること。

妊婦及び乳幼児に対する歯科保健指導等に関すること。

幼児，児童及び生徒の科学的根拠に基づくむし歯及び歯肉炎の予防対策に関すること。

成人の歯周病の予防対策に関すること。
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高齢者の口腔機能の維持向上に関すること。

離島その他の歯科口腔保健サービス等を受けることが困難な地域における歯科口腔保健

サービス等の提供の推進に関すること。

障害者及び障害児並びに介護を必要とする者に対する良質かつ適切な歯科口腔保健サー

ビス等の提供の推進に関すること。

歯と口腔の健康づくりに携わる者の連携体制の構築及び資質の向上に関すること。

前各号に掲げるもののほか，歯と口腔の健康づくりの推進に関すること。

（計画の策定）

第11条 知事は，歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため，歯

と口腔の健康づくりの推進に関する計画（以下「計画」という。）を策定しなければならな

い。

２ 計画は，次に掲げる事項について定めるものとする。

歯と口腔の健康づくりに関する施策の実施のための方針

前号に掲げるもののほか，歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推

進するために必要な事項

３ 知事は，計画を策定したときは，遅滞なく，これを公表しなければならない。

４ 前項の規定は，計画の変更について準用する。

（実態調査）

第12条 知事は，歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため，県民の歯科疾患等の実

態について，おおむね５年ごとに調査を行い，その結果を公表するものとする。

２ 知事は，前項の調査の結果を検証し，歯と口腔の健康づくりに関する施策に反映させると

ともに，必要に応じて計画を見直すものとする。

（財政上の措置）

第13条 県は，歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため，必要な財政上の措置を講

ずるよう努めるものとする。

附 則

１ この条例は，公布の日から施行する。

２ この条例の施行の際現に策定されている歯と口腔の健康づくりの推進に関する県の計画で

あって，歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するためのものは，

この条例の規定により定められた計画とみなす。
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参 考

１ 条例制定の背景

近年，少子高齢化や疾病構造の変化が進む中で，健康上の問題で日常生

活を制限されることなく生活できる期間である健康寿命を延伸し，生活の

質を向上させることが求められている。

歯と口腔の健康は，食物を咀嚼するだけでなく，生涯にわたって食べる

喜びや話す楽しみ等を享受し，また，生活習慣病の予防等，全身の健康を

保持・増進する上で，重要な役割を果たしている。

このため，平成23年８月に「歯科口腔保健の推進に関する法律」が制

定され，国民が，生涯にわたって歯科疾患の予防に向けた取組を行い，歯

科疾患の早期発見，早期治療を促進することや，乳幼児期から高齢期まで

のそれぞれの時期における口腔とその機能の状態等に応じて，適切かつ効

果的に歯科口腔保健を推進することなどの基本理念の下，国及び地方公共

団体において，歯科口腔保健に関する施策を総合的に推進することとされ

た。

さらに，平成24年７月に公表された「歯科口腔保健の推進に関する基

本的事項」においては，歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持に関す

る国及び地方公共団体の施策等を総合的に推進するための基本的な事項が

示された。

本県においては，これまで，県民の健康づくりを推進するための総合的

な計画である「健康かごしま21」において，「歯の健康」について，80

歳まで自分の歯を20本以上保つことを目標とする「8020運動」の推進

に努めることとし，県民の生涯を通じた歯の健康づくりに取り組んできた

ところであり，さらに，平成２５年３月に本県の状況に応じた歯科口腔保

健に関する施策を総合的に推進するため，「口腔の健康の保持・増進に関

する健康格差の縮小」を全体目標として掲げた「鹿児島県歯科口腔保健計

画」を策定している。

本県における歯科口腔保健をさらに推進するためには，ライフサイクル

や生活環境等に応じ，県民の主体的な取組に加え，県，市町村，歯科医師

会，保健医療関係者，教育関係者など多職種が，より一層連携することが

重要である。

-4-



２ 歯科疾患の現状等（概況）

（１）ライフステージごとの状況

① 乳幼児期 １歳６か月児，３歳児のむし歯のない者の割合は，増加

傾向にあり改善しているものの，それぞれ全国ワースト４

位，ワースト１０位である。（平成２４年度）

② 学 齢 期 ６歳から１２歳のむし歯のない者の割合は，全国に比べ

て低い状況にある。１２歳児でむし歯のない者は，３９.7

％となっており，全国（５７.２％）に比べて１８ポイン

トの差がある。（平成２４年度）

③ 成 人 期 ４０歳代，5０歳代，6０歳代と年齢が上がるに伴い歯

周病の患者が増加している。

④ 高 齢 期 何でもよく噛んで食べることのできる者の割合は，６０

歳代で減少し，２０歯以上の歯を有する者の割合は７５～

８４歳で26.7％となっており，全国に比べて低い。（平成

２３年度）

（２）障がい者（児）・要介護者の状況

障がい者（児）においては，咀嚼機能の発達の遅れ等の口腔機能の問

題を抱えている場合が多くみられ，障がいの程度により，歯や口腔の疾

患が発症，重症化しやすい傾向にある。

平成２３年度の県民の健康状況実態調査（以下「健康状況実態調査」

という。）によると，「訪問歯科診療」について知っている県民の割合

は２９.０％である。

また，平成２３年度要介護高齢者の口腔ケアに関する調査結果による

と，入所者や家族が口腔ケアの必要性の理解度について「理解している

と思う」とした介護施設の割合は５３.８％である。

（３）県内における地域間格差の状況

県内には，離島を中心に無歯科医地区が１３市町村４１ヶ所ある。ま

た，歯科保健指標については，地域間で格差があり，保健医療圏域でみ

ると，３歳児のむし歯のない者の割合は，鹿児島圏域が７６.８％，出

水圏域が６５.７％となっている。

（４）歯周病と全身疾患の関連についての認知度

健康状況実態調査によると，歯周病と全身疾患との関連の認知度につ

いて，「心筋梗塞などの心臓の病気と関連がある」と回答した人は

２３.７％，「糖尿病と関連」２２.６％，「肺炎と関連」１０.５％，「分

からない」４７.９％と，県民の認知度は，依然として低い。
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３ 統計資料

（１）ライフステージごとの状況

① 乳幼児期

（鹿児島県の母子保健）

（鹿児島県の母子保健）

都道府県別むし歯有病者率ワースト１０（政令市・特別区含む）

【１歳６か月児】 【３歳児】

（県健康増進課調べ）

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

鹿児島県 92.7 92.8 93.3 94.0 94.1 94.5 94.6 95.4 95.9 95.9 95.7 96.5 96.8

全国 95.9 96.0 96.3 96.6 96.8 96.9 97.0 97.4 97.4 97.5 97.7 97.8 97.9

80 

85 

90 

95 

100 

（％） 1歳6か月児でむし歯のない者の割合

鹿児島県

全国

ワース
ト順位

H19 H20 H21 H22 H23 H24
ワース
ト順位

H19 H20 H21 H22 H23 H24

1 秋田 熊本 熊本 鹿児島 青森 沖縄 1 沖縄 福島 沖縄 青森 青森 沖縄
2 島根 秋田 鹿児島 沖縄 鹿児島 福岡 2 福島 沖縄 佐賀 沖縄 沖縄 青森
3 鹿児島 鹿児島 福岡 大分 熊本 熊本 3 青森 青森 青森 佐賀 福島 福島
4 長崎 青森 秋田 熊本 沖縄 鹿児島 4 大分 秋田 福島 長崎 佐賀 宮崎
5 宮城 福島 沖縄 青森 秋田 青森 5 秋田 長崎 秋田 大分 大分 長崎
6 熊本 福岡 大分 北海道 福岡 宮崎 6 佐賀 大分 大分 宮崎 長崎 佐賀
7 福島 沖縄 福島 福岡 大分 北海道 7 長崎 佐賀 宮崎 秋田 秋田 秋田
8 沖縄 北海道 長崎 長崎 北海道 秋田 8 宮城 宮城 長崎 山形 山形 熊本
9 青森 大分 北海道 宮崎 長崎 岩手 9 山形 宮崎 山形 鹿児島 宮崎 大分
10 宮崎 長崎 青森 山梨 福島 宮城 10 宮崎 山形 宮城 徳島 宮城 鹿児島

鹿児島 鹿児島 鹿児島 鹿児島 鹿児島 鹿児島
（12位）（12位）(14位） (9位） (13位） (10位）

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

鹿児島県 52.3 55.6 56.8 58.1 59.6 62.5 65.3 66.2 67.8 70.1 70.6 72.7 72.8 

全国 64.8 66.4 67.5 68.7 70.2 72.0 73.3 74.1 75.4 77.0 78.5 79.6 80.9 

0.0 

20.0 

40.0 

60.0 

80.0 

100.0 

（％） 3歳児でむし歯のない者の割合

鹿児島県
全国
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② 学齢期

（学校保健統計調査）

③ 成人期

(国：平成23年歯科疾患実態調査)

④ 高齢期

(県：平成23年度県民の健康状況実態調査）＊進行した歯周炎（４mm以上の歯周ポケットあり）

87.5 

93.4 

82.2 
80.4 

75.5 

89.2 89.2 

50.0 

60.0 

70.0 

80.0 

90.0 

100.0 

20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70～79 80～

％

歳

咀嚼良好者（なんでも噛んで食べることができる）の割合

25.0 23.3 

47.1 

58.1 
64.9 

69.4 

60.0 

13.7 22.1 
28.0 

41.6 

51.6 
55.4 

62.6 

0.0 

20.0 

40.0 

60.0 

80.0 

20～29 歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳～

％ 進行した歯周炎のある者の割合 県 国

(県：平成23年度県民の健康状況実態調査）

29.0 
37.0 39.7 40.2 

44.7 
39.7

45.0 46.8 
50.3 52.5 54.6 57.2

0.0 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 
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％ １２歳児のむし歯のない者の割合 県 国
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（２）障害者（児）・要介護者の状況

（平成23年度県民の健康状況実態調査）

(県：平成23年度県民の健康状況実態調査）
(国：平成23年歯科疾患実態調査）

「訪問歯科診療」があることを知っているか

49.6％

21.3％

29.0％

知っている

聞いたことはあるが

内容は知らない

知らない

(県：健康増進課調べ

（平成23年度要介護高齢者の口腔ケアに関する調査結果))
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％ 入所者や家族が口腔ケアの必要性について理解しているか
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％ 20歯以上自分の歯を有する者の割合
県

国
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（３）県内における地域間格差の状況

（鹿児島県の母子保健）

（４）歯周病と全身疾患の関連についての認知度

（平成23年度県民の健康状況実態調査）

鹿児島 南薩 川薩 出水 姶良･伊佐 曽於 肝属 熊毛 奄美 県 国

H20 73.0 67.1 63.9 56.8 69.1 66.6 61.1 57.3 61.2 67.8 75.4 

H21 74.6 72.3 67.0 61.4 68.9 68.0 66.9 59.5 63.4 70.2 77.1 

H22 75.2 65.9 70.2 61.0 73.8 68.8 65.8 63.3 59.9 70.6 78.5 

H23 76.7 73.7 72.1 60.7 72.1 68.9 70.5 73.2 63.2 72.8 79.6 

H24 76.8 71.8 69.9 65.7 71.7 70.7 69.7 69.7 66.1 72.8 80.9 
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80.0 
（％） 保健医療圏域別3歳児むし歯のない者の割合 H20 H21 H22 H23 H24
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％ 歯周病と関連のある病気はどれだと思うか

（※ ここに掲げる全身疾患は，すべて歯周病と関連があるとされている。）

-9-


